
人権擁護法案に対する緊急声明

　三年前に提出され、「メディア規制法」と批判を浴び、廃案となった人権擁護

法案が国会に再び提出されようとしている。国民の生命と財産を守ることが国お

よび政治家の責務との信念を持ち、北朝鮮による国家犯罪である拉致問題の解決

のために被害者および家族の視点で活動してきた我々は、本法案が拉致被害者支

援活動、さらには自由主義・民主主義の根幹である「自由な言論」までも侵害す

る可能性があると強い懸念を感じている。我々は、出生や国籍などを理由にした

人権侵害は許されないと考えていることは言うまでもなく、本法案が目指してい

る本来の趣旨である人権侵害に対し、救済措置を施すことに何ら異論はない。し

かし、本法案は下記のような重要な問題を含んでいる。

  この懸念が完全に払拭されるまで、本法案を国会に提出すべきではない。

 　まず第一に、本法案では、「人権侵害」の定義があまりに曖昧である。第二

条で「人権侵害とは不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」と規定して

いるが、これでは「人権侵害とは人権侵害である」と言っているのと同じではな

いか。さらに「助長」や「誘発」までも救済措置の対象とされており、拡大解釈

の余地があまりにも大きい。新設される人権委員会が「人権侵害」と認定する段

階で、恣意的な解釈が可能であり、健全な言論活動は著しく侵害され、「言葉狩

り」が横行する危険がある。例えば、北朝鮮の拉致問題への対応を批判したり、

経済制裁を求めることまでも、在日韓国・朝鮮人への人権侵害を助長したと解釈

されてしまう危険性がある。

　第二に、本法案は人権侵害に関する情報収集や被害救済・予防活動を行う人権

擁護委員を全国で２万人委嘱されることを定めているが、その選考があまりに不

透明である。市町村長が「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、または支持す

る団体の構成員」のうちから推薦することになっているが、国籍条項はない。破

壊活動防止法に基づき、いまだに公安調査庁の調査指定団体となっている朝鮮総

連の関係者が委員になる可能性は否定できない。また、北朝鮮などと連動して活

動している日本の市民団体や特定の政党の影響を排除するための規定も見あたら

ない。

　第三に、人権委員会は人権侵害の特別救済手続きとして、出頭要請、押収、立

ち入り検査など、いわゆる３条委員会としての強制力を持つ。法務省は「令状主



義に反するものではない」と説明しているが、国民に畏怖、抑圧し、自由な言論

を妨げることにつながる危惧は払拭できない。

　第四に、現行法上の人権擁護委員は、政治活動が禁止されているが、本法案上

は、積極的な政治活動のみが禁止されているに過ぎない。

　まずは、ＡＤＲ（裁判外の紛争解決手段）の充実や現行人権擁護委員の権能強

化など司法制度改革を推進し、本当の権利侵害を受けた弱者が迅速かつ簡便な救

済策を受けられる制度を充実していくべきである。

　以上われわれ「拉致議連」として、「人権擁護法案」は慎重に取り扱うべきで

あることを声明する。「表現の自由」は民主主義の根幹であり、すべての国民が

有する権利である。我々はこの民主主義を守るために毅然とした姿勢を貫くこと

をここに誓いたい。
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